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関係団体御中

事務連絡

平成25年9月27日

厚生労働省保険局医療課

「地域医療（体制評価指数）の確認に係る手続きについて（通知）J 

の一部改正について

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生

主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長あて連絡するとともに、別添団体各位に協力を依

頼しましたので、貴会におかれましでも、関係者に対し周知を図られますよう

お願いいたします。
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平成 25年 9月 25日
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（公印省略）

「地域医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続きについて（通知） J 

の一部改正について

今般、 「Dp C制度への参加等の手続きについて（通知） J （平成24年3月28日保医発0823第 1号

）の一部が平成25年保医発0823第2号をもって改正されたことに伴い、 「地域医療指数（体制評価指

数）の確認に係る手続きについて（通知） J （平成24年 9月19日保医発第＇0919第 1号）を別添のとお

り一部改正し、平成25年10月 1日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療

機関等に対し、周知徹底を図られたい。



｜別添 ｜

1 地域医療指数（体制評価指数）について

(1) 地域医療指数とは、係数告示に定める機能評価係数Eの項目である地域医療係数を算出する

評価指標であり、地域医療計画等における一定の役割を評価する体制評価指数と、地域で発生

する患者に対する各病院の患者のシェアを評価する定量評価指数で構成される。

(2) DP  C対象病院または直近の診療報酬改定巳合わせて「Dp C制度への参加等の手続きにつ

いて（平成25年 8月23日保医発0823第2号）別紙 1 「Dp C制度への参加に係る届出書Jを提出

したDp C準備病院は、地域医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続きをしなければならな

し、。

2 地域医療指数（体制評価指数）の確認とは

地域医療指数（体制評価指数）について、基準日である、毎年10月 1日における評価項目の参加

．指定等状況および施設基準の届出状況等を確認することである。

3 地域医療指数（体制評価指数）の評価項目

( 1 ）都道府県が実施する事業の参加・指定等状況。 （様式 1一参考「用語の定義等J参照のこと）

① 救急医療（病院群輪番制（医療計画において二次救急医療機関として記載されている医療

機関であって、 「救急医療対策実施要綱j （昭和52年7月6日医発第692号）の要件を満たす

病院。）共同利用型の施設（医療計画において二次救急医療機関として記載されている医療

機関であって、 「救急医療対策実施要綱」 （昭和52年7月6日医発第692号）の要件を満たす

病院。）救命救急センター（「救急医療対策実施要綱J （昭和52年7月6日医発第692号）に

規定されている病院。））

② 災害時における医療（災害拠点病院「災害時における医療体制の充実強化についてj （平

成24年3月21日医政発0321第2号）に基づき、都道府県により指定された病院。災害派遣医療

チーム（DMAT）医療計画における五疾病五事業及び在宅医療の体制構築に係る指針「疾病・

事業及び在宅医療に係る医療体制について」 （平成24年3月30日厚生労働省医政局指導課長

通知）の要件を満たす病院。

③ 広域災害・救急医療情報システム（EMIS) 「救急医療対策実施要綱j （昭和52年7月6日医

発第692号）に基づき、都道府又は都道府県の委託を受けた法人が整備、運営する広域災害

・救急医療情報システムに参加し、災害時に医療施設の状況を入力可能な病院。

④ へき地の医療（へき地拠点病院「へき地保健医療対策実施要綱J （平成13年5月16日医政

発第529号）に基づき、都道府県により指定された病院。社会医療法人の病院「社会医療法

人の認、定についてj （平成20年 3月31日医政発0331008号）に基づき、社会医療法人の業務

の区分「へき地医療」の認定を受けている病院。社会医療法人ではない病院「社会医療法人

の認定について」 （平成20年3月31日医政発0331008号）別添1の業務の区分「へき地医療

j の当該業務の実績における基準に該当している病院。）

⑤ 周産期医療（総合周産期母子医療センター「周産期医療の確保について」 （平成22年1月2

6日医政発第0126第1号）別添2 「周産期医療体制整備指針」に基づき、都道府県により指定

された病院。地域周産期母子医療センター「周産期医療の確保についてj （平成22年1月26



日医政発第0126第1号）別添2 「周産期医療体制整備指針j に基づき、都道府県により認定

された病院。）

⑥ 地域がん登録（地域がん登録事業に参加している病院であって、基準目前12か月間に地域

がん登録事務局（都道府県、医療機関、医師会などがん登録委託機関）に登録実績がある病

院。）

⑦ がん診療連携拠点病院（がん診療連携拠点病院「がん診療連携拠点病院の整備についてJ

（平成20年3月1日健発第0301001号厚生労働省健康局長通知）に基づき、がん診療連携拠点

病院（都道府県がん診療連携拠点病院文は地域がん診療連携拠点病院）の指定を受けている

病院。都道府県認定がん診療連携拠点病院都道府県が、当該地域においてがん診療の中核的

な役割を担うと認めた病院。

( 2 ) 「診療報酬の算定方法」 （平成20年厚生労働省告示第59号）別表第 1医科診療報酬点数表に揚

げる、 B005-2地域連携診療計画管理料（脳卒中に限る。）、 B005-3地域連携診療計画退院時指

導料（ I) （脳卒中に限る。）、 B005-3-2地域連携診療計画退院時指導料（IT （脳卒中に限る。

）、 B005-6がん治療連携計画策定料、 B005-6一2がん治療連携指導料、 A205-2超急性期脳卒中加

算の届出。

4 地域医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続きについて

地域医療指数（体制評価指数）の確認は以下の手順で行う。

① 1の（ 2）の病院は、地域医療指数（体制評価指数）の評価項目の参加・指定等状況を、

様式 1 「地域がん登録・救急医療等の参加状況について（以下、様式1という。）」により、

毎年10月15日までに所在地を管轄する都道府県衛生主管部（局）に提出する。

② 都道府県衛生主管部（局）は、がん対策主幹部（局）と連携の上、提出された様式 1の参

加・指定等状況について、都道府県における登録状況を記入して提出病院に回答する。

ただし、様式lの項目 4. へき地の医療の②社会保険医療法人認可における地域医療の要件

についての回答は不要。

③ 様式 1の回答を受けた病院は、様式 1の写しと、様式2 「施設基準の届出状況等に係る報

告書類（以下、様式2という。） Jを、毎年11月30日までに所在地を管轄する地方厚生（支）

局医療課に提出する。

④ 地方厚生（支）局は、受理した様式2の内容を確認し、様式 1の写しと様式2を毎年12月2

0日までに厚生労働省保険局医療課に報告する。

⑤ 厚生労働省保険局医療課は、地方厚生（支）局より報告された結果について、都道府県衛

生主管部（局）に情報提供を行う。

⑥ 厚生労働省保険局医療課において、地方厚生（支）局からの報告内容を基に集計を行い、

地域医療指数（体制評価指数）を確定し、各医療機関への内示と医療機関別係数（機能評価

係数IT）に係る告示を行う。



地域がん登録・救急医療等の参加状況について（基準日：平成 年 10月 1日） 様式 1

：医療機関の届出状況※

: 参加・指定状況

！有無

①病院群輪番制 （ ロ : 口

②共同利用型の施設 : 口 : 口 : 口

③救命救急センタ｝ : ロ ； 口

①災害拠点病院の指定 : 口 ！ 日
②災害派遣医療チーム（DMAT）の指定 : 口 ： 口 ； 口

EMIS （広域災害・救急医療情報システム）への参加 ： 口 ！ ロ ； 口

①へき地医療拠点病院の指定 : ロ : 口 l 口
②社会医療法人認可における地域医療の要件 : 

: ( 1)社会医療法人の病院（社会医療法人許可に： ： ： 
： おけるへき地医療の要件を満たすことにより； 口 （ 口 : 

: 指定されている場合に限る。）

: ( 2）社会医療法人ではない病院

I : （ア）へき地診療所への医師派遣 ； 派遣実績 人日 i

: （イ）へき地医療における巡回診療 ； 診療実績 人日

①総合周産期母子医療センターの指定 : ロ ： ロ ： ロ ： ロ
②地域周産期母子医療センターの認定 : 口 ： 口 : ロ ； 口

地域がん登録への参加 j申請件数 件 j登録件数 件

①がん診療連携拠点病院の指定 ： ！ 
; ( 1）都道府県がん診療連携拠点病院の指定 ： 口 : 口 ！ ロ ） 口

: ( 2）地域がん診療連携拠点病院の指定 ； 口 ； 口 ： ロ ； 口
②都道府県認定がん診療連携拠点病院の認定 ！ 口 ； 口 ！ 日 ： 口

項 目 要 生，，aq
，
 

1. 救急医療

2. 災害時における医療

3. EMIS 

4.へき地の医療

5.周産期医療

6. 地域がん登録

7. がん診療連携拠点病院

都道府県の登録状況※※

参加・指定状況 ｜ 確認部署名

有無

口 l 口

，口

口 l 口

口；口
r園田園田ーー園田

； 口

口

’口

※医療機関の届出状況（基準日における医療機関の参加・指定状況（有・無）のチェックをお願いします。）

※※都道府県の登録状況（基準日における都道府県の参加・指定状況（有・無）のチェック及び確認部署名の記入をお願いします。）

衛生主管部（局）長殿

がん対策主管部（局）長殿

平成年月日

保険医療機関番号（

保険医療機関の所在地住所及び名称

開設者名 l=P 

様式1に係る担当者氏名・所属部署・連絡先

氏名（

所属部署（

連絡先（ 一 一 ） 



【様式1一参考】

用語の定義等

｜都道府県が実施する事業｜

1. 救急医療

①病院群輪番制

医療計画において二次救急医療機関として記載されている医療機関で、あって、「救

急医療対策実施要綱J（昭和52年7月6日医発第692号）の要件を満たす病院。

②共同利用型の施設

医療計画において二次救急医療機関として記載されている医療機関で、あって、「救

急医療対策実施要綱J（昭和52年7月6日医発第692号）の要件を満たす病院D

③救命救急センター

「救急医療対策実施要綱J（昭和52年7月6日医発第692号）に規定されている病

院。

2. 災害時における医療

①災害拠点病院

「災害時における医療体制の充実強化についてJ（平成24年3月21日医政発0321

第2号）に基づき、都道府県により指定された病院。

②災害派遣医療チーム（DMAT)

医療計画における五疾病五事業及び在宅医療の体制構築に係る指針「疾病・事業

及び在宅医療に係る医療体制についてj （平成24年3月30日厚生労働省医政局指導

課長通知）の要件を満たす病院。

I ［注意】都道府県又は政令指定都市が独自に認定する災害派遣医療チーム，

(DMAT）は届出の対象外である。

3. 広域災害・救急医療情報システム（EMIS)

「救急医療対策実施要綱」（昭和52年7月6日医発第692号）に基づき、都道府県

又は都道府県の委託を受けた法人が整備、運営する広域災害・救急医療情報システ

ムに参加し、災害時に医療施設の状況を入力可能な病院。

；【注意】都道府県が運営する「救急医療情報システム」のみの参加は届出の対j
象外である。

4.へき地の医療

①へき地拠点病院

「へき地保健医療対策実施要綱J（平成13年5月16日医政発第529号）に基づき、

都道府県により指定された病院。



②社会医療法人の病院

「ネ士会医療法人の認定について」（平成 20年3月 31日医政発 0331008号）に基

づき、社会医療法人の業務の区分「へき地医療Jの認定を受けている病院。）

③社会医療法人ではない病院

「社会医療法人の認定について」（平成 20年 3月 31日医政発 0331008号）別添

1の業務の区分「へき地医療」の当該業務の実績における基準に該当している病院。

5.周産期医療

①総合周産期母子医療センター

「周産期医療の確保についてJ（平成22年1月26日医政発第0126第1号）別添2 「周

産期医療体制整備指針Jに基づき、都道府県により指定された病院。

②地域周産期母子医療センター

「周産期医療の確保についてJ（平成22年1月26日医政発第0126第1号）別添2 「周

産期医療体制整備指針j に基づき、都道府県により認定された病院。

6. 地域がん登録

地域がん登録事業に参加している病院であって、基準目前12か月間※に地域がん登

録事務局（都道府県、医療機関、医師会などがん登録委託機関）に登録実績がある病

院。

※ 基準目前12か月間とは、例えば、基準日が平成24年10月1日の場合、平成23

年10月1日から平成24年9月30日までの聞をいう。

7. がん診療連携拠点病院

①がん診療連携拠点病院

「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成20年3月1日健発第0301001号厚

生労働省健康局長通知）に基づき、がん診療連携拠点病院（都道府県がん診療連携

拠点病院又は地域がん診療連携拠点病院）の指定を受けている病院。

，【注意】独立行政法人国立がん研究センター中央病院及び東病院は、「都道府，

県がん診療連携拠点病院Jとすること。

②都道府県認定がん診療連携拠点病院

都道府県が、当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院。

｜その他｜
地域医療指数（体制評価指数）については、基準日である10月1日までに指定を受けて

いることを評価要件とする。



様式 2
年 10月 1日）平成施設基準の届出状況等に係る報告書類（基準日

基準日における届出状況
鑑
i止と

口
口
口
口
口
口

口
口
口
百
一
口
百

脳卒中地域連携

がん地域連携

24時間t-PA体制

にチェックをすること

床
屋
床
床
産
庄
屋
座
昼
床
床

1 I 震
2 I 床
3 I 床
4 I 床

合一計 I I 床

（注） D p C算定病床数について、入院基本料（AlOOからAl06）には特定入院料（A300からA317）及び短期滞
在手術基本料（A400）を算定する病床は含まない。
（例） D p C算定病床数の合計が200床でA307小児入院医療管理料50床を届け出ている場合で看護配置が7対1

の場合、以下のように記入する。
( AlOO一般病棟入院基本料（7対1) : 150床I
LA307小児入院医療管理料 : 50床j

道産j

料

2) 

床
一
床
一
床
一
床
一
床
一
床

様式 2に係る担当者氏名・所属部署・連絡先
氏名（
所属部署（
連絡先（ － 印

平成年月
保険医療機関番号（
保険医療機関の所在地住所及び名称

日

開設者名



（参考）
『「地域医療（体制評価指数）の確認に係る手続きについて（通知）」（平成24年9月19日保医発第0919第1号）の一部改正について』の改正部分について

（下線部分は追加部分）
（二重長泉部分は削除部分）

改 正後 ｜ 現 行
1 地域医療（体制評価指数）について 11 地域医療（体制評価指数）について
(2) DP  C対象病院または直近の診療報酬改定に合わせて「Dp C制度へ I(2) DP  C対象病院は、地域医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続

の参加等の手続きについて（平成25年8月23日保医発0823第2号）別紙1I きをしなければならない。ニ 7ニおゑおはじよ、「ニ 7ニロ三号本立＠＝￥
rnp C制度へ参加に係る届出書j を提出したDp C準備病院は、地域l Cナ：こ λ ‘で， fにごてでニこここ竺 1与：竺工二 1二（コ：こ去にや三口でご，二

医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続きをしなければならない。

3 地域医療指数（体制評価指数）の評価項目
( 1）都道府県が実施する事業の参加・指定等状況。（様式1一参考「用語の

定義等J参照のこと）
④ へき地の医療（へき地拠点病院「へき地保健医療対策実施要綱J（平

成13年5月16日医政発第529号）に基づき、都道府県により指定された
病院。社会医療法人の病院内士会医療法人の認定についてJ（平成20年
3月31日医政発0331008号）に基づき、社会医療法人の業務の区分「へ
き地医療j の認定を受けている病院。社会医療法人ではない病院「社
会医療法人の認定についてJ（平成20年 3月31日医政発0331008号）別
添 1の業務の区分「へき地医療」の当該業務の実績における基準に該
当している病院。）

4 地域医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続きについて
① 1の（ 2）の病院は、地域医療指数（体制評価指数）の評価項目の

参加・指定等状況を、様式1 「地域がん登録・救急医療等の参加状況
について（以下、様式1という。）Jにより、毎年10月15日までに所在地
を管轄する都道府県衛生主管部（局）に提出する。

【様式1一参考】
用語の定義等

4. へき地医療
皇へき地拠点病院

「へき地保健医療対策実施要綱」（平成13年5月16日医政発第529号）
に基づき、都道府県により指定された病院。

②社会医療法人の病院
「社会医療法人の認定についてj （平成20年3月31日医政発0331008

3 地域医療指数（体制評価指数）の評価項目
( 1）都道府県が実施する事業の参加・指定等状況。（様式1一参考「用語の

定義等参照のこと）
④ へき地の医療（へき地拠点病院「へき地保健医療対策実施要綱j （平
成13年5月16日医政発第529号）に基づき、都道府県により指定された
病院。

4 地域医療指数（体制評価指数）の確認に係る手続きについて
① こごこ土；二病院は、地域医療指数（体制評価指数）の評価項目の参加

・指定等状況を、様式1 「地域がん登録・救急医療等の参加状況につい
て（以下、様式1という。｝Jにより、毎年10月寺田までに所在地を管轄
する都道府県衛生主管部（局）に提出する。

【様式1一参考】
用語の定義等

4. へき地医療
へき地拠点病院

「へき地保健医療対策実施要綱」（平成13年5月16日医政発第529号）に
基づき、都道府県により指定された病院。



号）に基づき、社会医療法人の業務の区分「へき地医療Jの認定を受
けている病院。）

③社会医療法人ではない病院
「社会医療法人の認定について」（平成2.0年 3月31日医政発0331008

号）別添 1の業務の区分「へき地医療j の当該業務の実績における基
準に該当している病院。



（下線部分は追加部分）

（二重線部分は削除部分）

改 正 後

地壌がん畳録・教急医療等の参加状況について（基準日：平成 年10月1a) 儀式 1

領自

修道府県の霊峰状況型長官接

•1JJ·指定状況 ｜ 確認郵署名
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ロ！且
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5.濁穫期医療
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衛生主管郁｛局｝長殺

がん対策主管部｛局｝餐簸

平成年月日

保険f安調睦権限器害事 t

保険医療後腐の所在泡住所及び名称

自肩書聖者名

儀式1に係る担当者氏名・所.fl鉱磐・遮絡先

氏名｛

草島革主4
皐JL.'!ii.」印

現 行

様式 2

地場がん是録・教急医療等の.加状混について｛基箪日：平成 年 10月1日｝

耳慣 8 ’E 
’年

IEIU民’Sの怠縦続駕

.鎗・鎗~1 e骨司時

状況 ！ 事場噌場
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口：•二？三＝

ロ I•よ？でご
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e崎指定i’ 静 噌e 同•I
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0 ；？二でご •lo!
ロ ：？よでえ •Io:
0 ：プよて三ご｜ロ i
0 i長寸γ7十＿＿＿, 0 l 
ロ ！？よで三二 Ioi 
0 iア二でえ＝｜ロ i

磁徳.署名
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（下線部分は追加部分）

（二重線部分は削除部分）

後

様式 2
年 I0月 Ia) 平成

正

hi設基準の届出状況等に係る報告書額｛基準日

｛践当する項目にチェックをす

改

主
｛注） D p C 算定病床教について、入院~本科（AIOOからA106）には特定入院科（A300から A317）及び復期滞
在手術基本料（A400）を算定する病床は含まないの

｛例lDP  C ’F定病床署止の合計が200~艇でA30i小児入院際司官管理科50床を騒け出ている窃合で看鰻配慮が7対 l
の渇合、以下のように記入する．． -
「AlOO一般病棟入院釜本料げ対1): 150床1
LA307小児入院医療管理E将 : 50床J

1
－2
一3山

4

後~2 に係る担当者氏名・所嵐 llr.署・連絡先
氏名 t
ffl鼠酎5晋 4
宅ー邑~l - 』 ｝ 

平 成年月日
保険侠嫌組問答持｛

印!II役者名

行現

儀式2

平成年月日
保険医療..の所在埠住所]Jl'(J:fj綜

平成

計 i l 京
( i主） D p C事走肩車窓について‘入院基本将 (.tlO脅からAJ06）には特定入院事事（A300~• ら A317) 及び短期滞 4

4事務釜本終｛A.fOO）を算定する病床は含ま4目、

｛例） 0 PC•~病床訟の合計が200僚でA307小児入院11•管理E純50.li長を＂＇ iす鰯ている.合で司i•＆：•が 7 対 1
の~·会‘以下のように記入する．
(AlOO一般病鎌入院基本側（i .a:f'l) : 15-0床1
LA3o7小!ii!入院医鍍管理事事 : so床J

苦手 1 0 月1 日｝施設基績の届出状況等に係る報告書額（基寧日

印開陸軍t~


